
自治会集会場等整備事業補助金 手続きの流れ 

 

 申請者（自治会） 市  

事
業
を
実
施
す
る
前
の
年
度 

 

① 事業実施計画書 

 

 

 

 

 

 

 

交付申請の準備 

 

 

 

受付（9月末頃） 

 

事業の査定 

 

予算措置（11月頃） 

 

予算議決（3月末） 

 

予算決定のお知らせ 

 

 

事
業
を
実
施
す
る
年
度 

（4月1日以降） 

 

② 補助金交付申請書 

 

 

 

受  理 

 

着  手 

【 事 業 の 実 施 】 

完  了 

 

③ 実 績 報 告 

 

 

 

受  理 

 

④ 交付請求書 

 

 口座振替にて入金  

 

 

受  理 

 

審  査 

 

補助金交付決定通知書 

 

 

 

 

 

受  理 

 

書類審査・現地確認 

 

補助金交付確定通知書 

 

受  理 

 

補助金の交付 

 

   

 

※ 事業を実施する前の年度に事業実施計画書の提出が必要です。 

※ 補助金交付決定通知を受けてから事業に着手してください。 


